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燃
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送
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提 
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松 

裕 
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一 

 



原
子
力
発
電
所
や
ウ
ラ
ン
濃
縮
工
場
の
増
設
に
伴
い
、
核
燃
料
物
質
の
輸
送
が
増
加
し
、
そ
の
事
故
の
危
険
性 

 

も
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
な
ど
世
界
の
各
国
で
は
、
核
燃
料 

 
 

物
質
輸
送
事
故
に
備
え
て
緊
急
時
対
策
の
整
備
が
行
わ
れ
、
緊
急
時
に
対
応
・
処
理
す
る
チ
ー
ム
が
、
二
十
四
時 

 

間
体
制
で
組
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
我
が
国
に
お
い
て
は
緊
急
時
対
策
が
具
体
的
、
且
つ
明
確
で
あ
る
と
は
必 

 

ず
し
も
言
え
ず
、
そ
れ
が
事
故
に
対
す
る
不
安
を
高
め
る
一
因
と
も
な
っ
て
い
る
。 

一 

六
フ
ッ
化
ウ
ラ
ン
の
輸
送
に
つ
い
て 

2 

天
然
六
フ
ッ
化
ウ
ラ
ン
を
輸
送
す
る
場
合
に
は
「
運
搬
計
画
書
」
等
は
提
出
し
な
く
て
も
よ
い
こ
と
に
な
っ 

1 

天
然
六
フ
ッ
化
ウ
ラ
ン
の
海
上
輸
送
に
際
し
て
、
必
要
な
届
出
書
は
何
か
。 

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

核
燃
料
物
質
輸
送
と
そ
の
輸
送
事
故
の
防
災
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

三 

 



6 

天
然
六
フ
ッ
化
ウ
ラ
ン
の
輸
送
に
際
し
て
、
道
路
上
の
使
用
に
関
す
る
届
出
は
何
処
へ
す
る
の
か
。
ま 

 

た
、
そ
の
通
行
許
可
条
件
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
。 

5 

4
8
Y
シ
リ
ン
ダ
ー
に
よ
る
陸
上
輸
送
で
は
、
輸
送
車
輛
の
総
重
量
は
何
ト
ン
に
な
る
か
。 

4 

天
然
六
フ
ッ
化
ウ
ラ
ン
輸
送
の
場
合
は
「
核
燃
料
物
質
等
運
搬
確
認
申
請
」
は
行
わ
れ
な
い
が
、
輸
送
物
の

表
示
ラ
ベ
ル
な
ど
の
チ
ェ
ッ
ク
や
輸
送
方
法
の
安
全
確
認
は
誰
が
、
何
時
、
ど
の
よ
う
に
行
う
の
か
。 

3 

陸
上
輸
送
に
際
し
て
は
「
核
燃
料
物
質
等
運
搬
確
認
申
請
書
」
に
基
づ
く
輸
送
方
法
の
安
全
確
認
や
輸
送
物

の
チ
ェ
ッ
ク
が
行
わ
れ
る
が
、
シ
リ
ン
ダ
ー
の
表
示
ラ
ベ
ル
や
そ
の
他
の
確
認
は
、
誰
が
何
時
行
う
の
か
。 

て
い
る
が
、
そ
れ
が
船
舶
上
に
あ
る
時
、
道
路
上
に
あ
る
時
、
埠
頭
内
に
あ
る
時
そ
れ
ぞ
れ
所
轄
す
る
官
庁 

 
は
ど
こ
か
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
所
轄
す
る
官
庁
は
そ
の
輸
送
を
い
つ
も
事
前
に
知
っ
て
い
る
か
。 

ま
た
シ
リ
ン
ダ
ー
、
コ
ン
テ
ナ
を
含
む
輸
送
物
、
シ
ャ
シ
ー
、
ト
ラ
ッ
ク
の
そ
れ
ぞ
れ
の
重
量
は
何
キ
ロ 

 

グ
ラ
ム
か
。
な
お
総
重
量
の
確
認
は
誰
が
、
何
時
、
何
処
で
行
う
の
か
。 

四 

 



三 

核
燃
料
物
質
の
荷
役
と
埠
頭
内
に
お
け
る
管
理
に
つ
い
て 

二 

今
年
の
九
月
二
七
日
に
行
わ
れ
た
東
京
都
大
井
埠
頭
か
ら
青
森
県
六
カ
所
村
ウ
ラ
ン
濃
縮
工
場
へ
の
天
然
六 

フ
ッ
化
ウ
ラ
ン
輸
送
に
つ
い
て 

1 

核
燃
料
物
質
を
荷
役
す
る
時
は
海
上
保
安
官
が
立
ち
会
う
と
い
う
こ
と
だ
が
、
天
然
六
フ
ッ
化
ウ
ラ
ン
の 

4 

輸
送
車
輛
の
「
連
接
軸
距
」
及
び
「
最
遠
軸
距
」
の
長
さ
は
、
何
メ
ー
ト
ル
か
。
ま
た
「
軸
重
」
は
、
何
キ
ロ
グ 

ラ
ム
か
。 

3 

今
回
の
輸
送
に
際
し
て
「
特
殊
車
輛
通
行
許
可
申
請
書
」
は
出
さ
れ
て
い
る
か
。 

2 

輸
送
ル
ー
ト
に
お
け
る
「
条
件
書
」
の
条
件
と
義
務
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
。 

1 

今
回
の
輸
送
で
は
「
算
定
要
領
」
に
よ
る
通
行
条
件
は
A
、
B
、
C
、
D
の
い
ず
れ
の
条
件
に
な
る
か
。 

7 
天
然
六
フ
ッ
化
ウ
ラ
ン
の
輸
送
中
に
事
故
で
六
フ
ッ
化
ウ
ラ
ン
が
洩
れ
た
場
合
も
、
放
射
性
物
質
に
よ
る 

被
害
の
恐
れ
が
無
い
と
判
断
さ
れ
れ
ば
、
事
業
者
に
よ
る
事
故
連
絡
の
法
的
義
務
は
無
い
の
か
。 

五 

 



6 

核
燃
料
物
質
の
輸
送
に
際
し
て
は
、
荷
主
で
あ
る
電
力
会
社
に
輸
送
本
部
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て 

る
が
、
核
燃
料
物
質
が
埠
頭
内
に
あ
る
時
に
は
輸
送
本
部
は
必
ず
設
置
さ
れ
て
い
る
の
か
。
輸
送
本
部
が
設     

置
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
ど
の
時
点
か
ら
設
置
さ
れ
る
の
か
。 

5 

核
燃
料
物
質
の
荷
役
中
及
び
埠
頭
内
で
事
故
が
起
き
た
場
合
は
、
事
故
連
絡
と
事
故
対
応
は
ど
こ
が
す
る 

の
か
。 

4 

「
緊
急
搬
出
」
と
は
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
か
。
ま
た
、
「
緊
急
搬
出
」
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
物
に
は
ど

の
よ
う
な
物
が
あ
る
か
。 

3 

核
燃
料
物
質
を
荷
役
す
る
際
の
規
制
で
、
制
限
さ
れ
て
い
る
事
項
及
び
禁
止
さ
れ
て
い
る
事
項
は
何
か
。 

2 
核
燃
料
物
質
の
輸
送
中
、
そ
れ
が
船
舶
上
に
あ
る
時
は
海
上
保
安
庁
、
道
路
上
に
あ
る
時
は
警
察
庁
の
所  

轄
と
な
っ
て
い
る
が
、
埠
頭
内
に
あ
る
時
に
そ
れ
を
所
轄
す
る
官
庁
は
ど
こ
か
。 

荷
揚
げ
に
際
し
て
も
、
海
上
保
安
官
は
立
ち
会
う
の
か
。 

六 

 



四 
危
険
物
や
核
燃
料
物
質
を
積
載
し
た
船
舶
が
火
災
や
災
害
に
巻
き
込
ま
れ
た
時
の
対
応
に
つ
い
て 

五 

「
放
射
性
物
質
安
全
輸
送
連
絡
会
」
と
「
放
射
性
物
質
輸
送
事
故
対
策
会
議
」
な
ど
に
つ
い
て 

1 

関
係
各
省
庁
の
取
決
め
事
項
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
「
放
射
性
物
質
輸
送
の
事
故
時
安
全
対
策
に
関
す
る 

措
置
に
つ
い
て
」
に
は
、
ど
の
よ
う
な
法
的
裏
付
け
が
あ
る
の
か
。 

3 

「
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
」
の
第
五
十
二
条
で
は
、
放
射
性
物
質
に
よ
る
海
洋
の

汚
染
及
び
そ
の
防
止
に
つ
い
て
は
適
用
し
な
い
と
な
っ
て
い
る
が
、
放
射
性
物
質
に
よ
る
海
洋
の
汚
染
を
規  

制
し
、
防
止
す
る
こ
と
に
関
す
る
法
律
は
何
か
。
ま
た
、
そ
の
法
律
に
よ
っ
て
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な     

規
制
が
な
さ
れ
て
い
る
か
。 

2 

危
険
物
や
核
燃
料
物
質
を
積
載
し
た
船
舶
が
火
災
な
ど
の
災
害
に
巻
き
込
ま
れ
、
災
害
が
拡
大
す
る
恐
れ 

が
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
、
危
険
物
や
核
燃
料
物
質
の
海
洋
投
棄
は
で
き
る
か
。 

1 
危
険
物
や
核
燃
料
物
質
に
よ
る
化
学
災
害
の
場
合
、
海
上
災
害
防
止
セ
ン
タ
ー
は
出
動
す
る
の
か
。 

七 

 



7 

一
九
八
五
年
の
日
本
航
空
ジ
ャ
ン
ボ
機
一
二
三
便
の
事
故
時
に
は
「
放
射
性
物
質
輸
送
事
故
対
策
会
議
」 

は
、
開
催
さ
れ
た
か
。
開
催
さ
れ
た
と
す
れ
ば
そ
の
時
、
同
会
議
が
執
っ
た
措
置
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な    

も
の
だ
っ
た
か
。 

6 

こ
れ
ま
で
に
「
放
射
性
物
質
輸
送
事
故
対
策
会
議
」
が
、
開
催
さ
れ
た
こ
と
は
あ
る
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
何
時
か
。 

5 

「
放
射
性
物
質
輸
送
事
故
対
策
会
議
」
を
招
集
す
る
時
の
条
件
や
手
続
き
は
決
め
ら
れ
て
い
る
か
。
決
め
ら

れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。 

4 

「
放
射
性
物
質
輸
送
事
故
対
策
会
議
」
の
法
的
な
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
か
。 

3 

「
放
射
性
物
質
安
全
輸
送
連
絡
会
」
の
法
的
な
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
か
。 

2 
前
記
の
取
決
め
に
基
づ
い
て
運
輸
省
、
海
上
保
安
庁
が
具
体
的
に
執
る
措
置
は
何
か
、
決
め
ら
れ
て
い
る  

か
。 

八 

 



六 

核
燃
料
物
質
の
輸
送
及
び
そ
の
防
災
体
制
に
つ
い
て 

3 

今
年
の
四
月
三
日
に
行
わ
れ
た
参
議
院
予
算
委
員
会
で
、
森
議
員
の
質
問
に
対
し
、
海
部
内
閣
総
理
大
臣 

1 

核
燃
料
物
質
輸
送
指
定
業
者
を
指
定
す
る
際
の
、
認
可
基
準
や
資
格
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
。  

2 

現
在
、
核
燃
料
物
質
輸
送
指
定
業
者
は
何
社
あ
る
か
。 

11 

同
安
全
宣
言
が
行
わ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
放
射
性
物
質
輸
送
事
故
対
策
会
議
」
の
措
置
に
よ
る
も
の

か
。 

10 

前
記
の
事
故
時
に
は
、
「
安
全
宣
言
」
は
出
さ
れ
た
か
、
出
さ
れ
た
と
す
れ
ば
そ
れ
は
何
時
か
。 

9 

前
記
の
事
故
時
に
専
門
家
が
派
遣
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
放
射
性
物
質
輸
送
事
故
対
策
会
議
」
の
措

置
に
よ
る
も
の
か
。 

8 
前
記
の
事
故
時
に
は
、
国
か
ら
専
門
家
が
派
遣
さ
れ
た
か
。
ま
た
、
派
遣
さ
れ
た
と
す
れ
ば
専
門
家
が
現 

 
地
に
到
着
し
た
の
は
、
事
故
発
生
か
ら
何
時
間
後
の
こ
と
か
。 

九 

 



 

一
〇 

は
「
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
が
全
力
を
挙
げ
て
安
全
確
保
に
努
力
を
し
ま
す
と
と
も
に
、
今 

 
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
各
省
庁
の
縦
割
り
の
中
に
縮
こ
ま
る
こ
と
な
く
よ
く
連
絡
し
合
っ
て
、
相
互
に 

 

こ
の
目
的
を
き
ち
っ
と
果
た
し
て
い
く
た
め
に
努
力
を
す
べ
き
問
題
で
あ
る
、
こ
の
よ
う
に
受
け
と
め
て
お 

 

り
ま
す
」
と
答
弁
さ
れ
て
い
る
が
、
九
月
二
十
六
日
か
ら
二
十
七
日
に
行
わ
れ
た
今
回
の
天
然
六
フ
ッ
化
ウ 

 

ラ
ン
の
輸
送
に
際
し
て
、
各
省
庁
間
で
は
ど
の
よ
う
な
協
議
が
行
わ
れ
た
か
。 

4 

次
回
の
青
森
県
六
カ
所
村
ウ
ラ
ン
濃
縮
工
場
へ
の
天
然
六
フ
ッ
化
ウ
ラ
ン
の
輸
送
に
際
し
て
は
、
ど
の
よ 

う
な
協
議
を
行
う
予
定
か
。 

右
質
問
す
る
。 


